
 

江戸川区不燃化特区の区域内における無接道敷地解消促進支援の助成に関する要綱 

 

目次 
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付則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、不燃化特区の区域内において、単独では既存建築物の建替えを行う

ことが非常に困難であり、又は法令上不可能である老朽建築物の存する無接道敷地を隣接

敷地と統合することにより一体的な土地利用を行う者に対し、敷地統合に要する費用につ

いて、予算の範囲内において助成を行うことにより、地域の防災性の向上に資することを

目的とする。 

（通則） 

第２条 不燃化特区の区域内における老朽建築物の存する無接道敷地に係る敷地統合に対

する助成金（以下「助成金」という。）の交付については、江戸川区補助金等交付規則（昭

和42年３月江戸川区規則第３号）によるほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 不燃化特区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成25年３月29日付け24都市

整防第598号）第５条第１項の規定により、東京都知事が不燃化推進特定整備地区とし

て指定した区域のうち、江戸川区内の区域をいう。 

⑵ 無接道敷地 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第43条第１

項の規定に適合しない建築物の敷地をいう。 

⑶ 隣接敷地 無接道敷地と２メートル以上接し、かつ、接道している敷地をいう。 

⑷ 敷地統合 無接道敷地又は隣接敷地を購入し、無接道敷地及び隣接敷地を一敷地とし

て一体的に利用することをいう。 

⑸ 老朽建築物 次のいずれかに該当する延焼防止上危険な木造建築物をいう。 

ア 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）第

13条第１項の規定により除却勧告を受けた木造建築物 

イ 江戸川区（以下「区」という。）の調査により危険であると認められた昭和56年５

月31日以前の木造建築物 

ウ 区の調査により危険であり、かつ、建築物の管理その他の事由により当該建築物を

除却することが延焼防止を図る上で至当と認められた木造建築物 

⑹ 購入地 敷地統合に当たって新たに購入する敷地をいう。 

⑺ 所有地 敷地統合に当たって購入地と統合する敷地をいう。 

（対象区域） 



 

第４条 この要綱による助成の対象区域は、不燃化特区の区域とする。ただし、不燃化特

区内の市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業等のまちづくり事業の施

行中又は施行を予定している区域であって、次の表に定めるまちづくり事業の区域を除く。 

不燃化特区の名称 適用除外とするまちづくり事業 

南小岩七・八丁目周辺地区 

南小岩七丁目地区土地区画整理事業 

サンロード一番街区都市計画街路事業 

補助第142号線都市計画道路事業 

補助第143号線都市計画道路事業 

平井二丁目付近地区 補助第144号線都市計画道路事業 

南小岩南部・東松本付近地区 
補助第142号線都市計画道路事業 

補助第285号線都市計画道路事業 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、江戸川区長（以下「区長」という。）が、防災性

の向上のため敷地統合を促進することが必要と認める場合は、助成の対象とすることがで

きる。 

第２章 無接道敷地の統合 

（助成の対象となる敷地等） 

第５条 助成の対象となる敷地（以下「助成対象地」という。）は、老朽建築物の存する

無接道敷地及び隣接敷地とする。ただし、過去にこの要綱による助成金の交付を受けた

敷地統合後の土地を除く。 

２ 助成の対象となる敷地統合（以下「助成対象敷地統合」という。）は、助成対象地を

含む敷地統合であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 購入地及び所有地が２メートル以上接していること。 

⑵ 相続又は贈与により取得した敷地の敷地統合でないこと。 

⑶ 敷地統合前の無接道敷地及び隣接敷地の所有者が、それぞれ異なる者であり、かつ、

三親等以内の親族でないこと。 

⑷ 敷地統合後の土地を一敷地として利用すること。ただし、全ての敷地が接道し、かつ、

70平方メートル以上となるように分割する場合を除く。 

⑸ 法その他関係法令により敷地面積の最低限度が定められている場合は、敷地統合後の

土地が当該法令に定める規定を満たすこと。 

⑹ 無接道敷地に存する老朽建築物を除却すること。 

⑺ 敷地統合後の土地が、法第42条に規定する道路又は法第43条第２項第１号の規定によ

る認定に係る道若しくは同項第２号の許可に係る空地、道若しくは通路に２メートル以

上接すること。 

（助成対象者） 

第６条 この要綱による助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、

助成対象敷地統合を行う者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 敷地統合後に当該敷地の所有者となる者 

⑵ 住民税の滞納がない者 

２ 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第３号に

規定する宅地建物取引業者が、販売目的のために敷地統合を行う場合は、助成の対象と



 

しない。 

（敷地統合の助成金額） 

第７条 助成金の額は、助成対象者が行う敷地統合に係る費用のうち、別表第１に定める

額とする。 

２ 区長は、別表第２に定める基準に基づき、消費税相当額の助成の可否を判定するもの

とする。 

第３章 助成金交付手続 

（助成金の対象承認） 

第８条 助成を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、無接道敷地解

消促進支援助成対象承認申請書（第１号様式）に前条第２項に規定する判定に必要な資料

その他の関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者が実施する敷

地統合が助成の対象となると認めた（以下「対象承認」という。）場合は、無接道敷地解

消促進支援助成対象承認通知書（第２号様式）により当該申請者に通知する。 

３ 区長は、対象承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すこと

ができる。 

４ 申請者は、第２項の通知書の発行をもって、敷地統合に係る手続を開始できるものと

する。 

（変更及び取下げ） 

第９条 申請者は、前条第２項の規定による承認通知を受けた内容を変更しようとする場

合は、無接道敷地解消促進支援助成対象承認変更申請書（第３号様式）に、当該変更に係

る関係書類を添えて区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、無接道敷地解消促進

支援助成対象承認変更通知書（第４号様式）により当該申請者に通知する。 

３ 区長は、前項の規定にかかわらず、助成金額の変更を伴わない軽微な変更については、

前項の通知を省略することができる。 

４ 申請者は、敷地統合を中止し、又は取りやめたときは、無接道敷地解消促進支援助成

取下げ届出書（第５号様式）を区長に提出しなければならない。 

（敷地統合の完了報告及び助成金交付申請） 

第10条 申請者は、第８条第２項の規定による承認通知又は前条第２項の規定による対象

承認変更通知を受けた敷地統合が完了したときは、無接道敷地解消促進支援助成敷地統合

完了報告書（第６号様式）及び無接道敷地解消促進支援助成金交付申請書（第７号様式）

に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（助成金の交付決定及び交付請求） 

第11条 区長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査するとともに、敷地

統合の完了の確認を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。 

２ 区長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、無接道敷地解消

促進支援助成金交付決定通知書（第８号様式）により当申請者（以下「助成決定者」とい

う。）に通知する。 

３ 助成決定者は、速やかに無接道敷地解消促進支援助成金交付請求書（第９号様式）を



 

区長に提出しなければならない。 

（助成金の対象承認又は交付決定の取消し等） 

第12条 区長は、第８条第２項の通知を受けた申請者又は助成決定者（以下「助成決定者

等」という。）が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の対象承認又は交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 法その他関係法令に違反した場合 

⑵ 偽りの申請その他不正な手段で助成金の対象承認又は交付決定を受けた場合 

⑶ 対象承認をした日から１年以内に、正当な理由なく申請者が無接道敷地に存する老朽

建築物の除却を完了しなかった場合 

⑷ この要綱に違反し、又は区長の指示に従わなかった場合 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じた場合 

２ 区長は、前項の規定により、助成金の対象承認又は交付決定を取り消したときは、無

接道敷地解消促進支援助成対象承認・助成金交付決定取消通知書（第10号様式）により、

助成決定者等に通知する。 

３ 区長は、前項の場合において、既に交付した助成金があるときは、助成金の交付を受

けた者に対し、期限を定めて無接道敷地解消促進支援助成金返還請求書（第11号様式）に

より助成金の返還を命ずるものとする。 

第４章 その他 

（立入調査、指導・助言及び現況報告） 

第13条 区長は、助成に関し必要と認めるときは、助成に係る敷地及び建築物に立ち入り、

調査を行うことができる。 

２ 区長は、助成に関し必要と認めるときは、助成対象者に対して、指導、助言等を行う

とともに、定期又は随時に現況の報告を求めることができる。 

（敷地統合後の敷地の取扱い） 

第14条 第２章の規定により助成を受けようとする助成対象者は、第11条第１項の規定に

よる敷地統合の完了の確認を受けるまで、敷地統合を行った土地について土地売買契約、

借地権設定契約等の締結及び所有権移転登記を行ってはならない。 

（電子申請） 

第15条 この要綱に定める申請、届出、報告及び請求（以下「申請等」という。）につい

ては、電子情報処理組織（区の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、この要綱に規定する当該申請等に係る

書面等により行われたものとみなす。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。 

 

付 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

別表第１（第７条関係） 

助成区分 助成内容 助成金額 

敷地統合に要する

費用 

⑴ 測量及び境界明示費用 

⑵ 登記費用 

⑶ 不動産取得に係る仲介手数料 

次に掲げる額のうちいずれか

低い額 

⑴ 実費相当額の１／２ 

⑵ 200万円 

 備考 助成金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

別表第２（第７条関係） 

 


